社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会ふれあい・いきいきサロン事業実施要綱
（案）
（目的）

第1条　この要綱は、鳥羽市に居住する高齢者、障害者、児童（以下「高齢者等」という。）が安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、地域の既存施設を利用しながら、自治会、老人クラブ、婦人会、ボランティア、福祉団体、その他地域の自主的な団体等（以下「自治会等」という。）が主体となり、高齢者等の外出機会及び仲間づくりの場を創造することにより、介護予防や孤独化防止等地域の福祉力を高めることを目的とする。

（実施方法）

第2条　市内の自治会等がこの事業を実施した場合、月額3000円を限度として、予算の範囲内により社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会（以下「社協」という。）が経費を助成するものとする。
（助成の要件）

第3条　助成を受ける者は、次の要件を満たすこととする。

　（１）自治会等の協力体制が得られること。

　（２）地区における住民の自主的活動の現状等から、継続的かつ先駆的・開拓的な取組みが期待できる者であること。

（内　容）

第4条　地域の方々が気軽に集まり、楽しく過ごせるよう、参加者と地域の協力者が協働して以下のような事業を企画、実施する。

（１）参加者と一緒に昼食を作り食べる（ふれあい昼食会）

　　（２）レクリエーション（歌、演奏、ゲームなど）

　　（３）健康づくり（健康相談、血圧チェック、健康体操など）

　　（４）茶話会

　　（５）地域の子どもたちとの交流

　　（６）季節の行事（花見、夏祭りなど）

　　（７）その他　参加者（協力者含む）の希望や思いを大切にし、参加者が主体となる。

　　　　　　　　 活動を心掛ける。
（対象者）

第5条　この事業の対象者は、次のとおりとする。

　　（１）60歳以上の方

　　（２）就学前の子育て中の当事者とその子
　　（３）障害者基本法及び発達障害者支援法に定義される障害がある方
（利用者の自己負担）

第6条　この事業は、利用者の主体意識、地域での自主的、かつ継続した活動の醸成を図るため、利用者からある程度の利用料を徴収するものとする。
（助成の申請）

第7条　この事業を受けようとする団体は、活動実施前に社協指定の助成申込書（様式第1号）、活動実施計画書（様式第2号）を社協に提出しなければならない。

２　活動を実施した場合は、速やかに活動実施報告書（様式第3号）を社協に提出しな

ければならない。

（助成の決定）

第8条　会長は、助成申込書を受理したとき、第3条に規定する助成の要件に適合するかどうかを審査し、助成額を決定し、決定通知書により通知するものとする。

（補則）

第7条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、社協会長が定めるものとする。
　

　　　附　則

この要綱は、平成22年4月１日から施行する。
